
 

能越ケーブルネット株式会社契約約款（羽咋） 

 

 
能越ケーブルネット株式会社（以下「甲」という。）と甲が行うサービスの提供を受ける者（以下「加入者」という。）との間に締結される契約（以下「加入

契約」という。）は、以下の条項によります。 

 

第１条（サービス提供） 

 甲はサービスを提供する区域（以下「業務区域」という。）内において甲のサービス提供に必要な施設（以下「本施設」という。）を設置するとともに、加入

者に次のサービスを提供します。 

 (1)テレビジョン放送（多重放送も含む。）の同時再放送サービス 

 (2)ラジオ放送（ＦＭ放送及びデジタル放送）及びデジタルデータ放送の同時再放送サービス 

 (3)自主放送サービス。自主放送サービスの番組内容については、ベーシック番組・ペイ番組とコマーシャル番組とします。 

 (4)上記事業に附帯するサービス業務 

第２条（契約の単位） 

 甲は加入者引込線１回線ごとに１つの加入契約を締結します。ただし、集団加入については、個別の条項によります。 

第３条（契約の成立） 

加入契約は加入申込者が加入申込書の記載の定め並びにこの約款を承認し、加入申込書に必要事項を記入の上提出し、甲がこれを承諾した時に成立するもの

とします。 

２ 加入者は、加入者引込線設置工事施行についてあらかじめ地主、家主、その他利害関係の承諾を得ておくものとし、後日問題が生じた場合があっても甲は責

任を負いません。 

第４条（加入料金・利用料金） 

加入者は、別に定める加入料金、工事費および利用料金を甲に支払うものとします。その費用は当社が定める料金表によります。 

２ ベーシック番組の月額利用料はサービスの提供を受け始めた日の属する月から毎月支払うものとします。ペイ番組のサービスを受けた場合は、ベーシック

月額利用料の他に、ペイ利用料金を支払うものとします。 

３ 落雷等、やむを得ない理由により甲が第１条に定めるサービスの提供が出来なかった場合、原則として利用料金の減額は行わないものとします。ただし、月

のうち継続して１０日以上に亘って第１条に定める当該サービスすべての提供が出来なかった場合は、当該月分（２ヶ月にわたりひきつづき１０日以上２

０日未満行わなかった場合は、初月分。）の利用料金は無料とします。 

４ 社会、経済情勢の変化に伴い、利用料金を改定することがあります。その場合には、改定１ヶ月前までに当該加入者に通知します。ただし、前納額を支払っ

た加入者の未経過期間についてはこれをすえ置くものとします。 

５ 利用料金の支払いが延滞した場合は、加入者は能越ケーブルネットに年１４．５％割合による延滞料金を支払うものとする。 

６ 甲が設定した各利用料金の中にはＮＨＫの受信料（衛星放送の受信料を含む。）及び株式会社ＷＯＷＯＷの有料放送サービス視聴料金は含まないものとしま

す。従って、ＮＨＫと受信契約していない加入者は別途ＮＨＫと、また株式会社ＷＯＷＯＷと受信契約を締結していない加入者で株式会社ＷＯＷＯＷの衛

星放送の受信を希望する加入者については株式会社ＷＯＷＯＷと、それぞれ所定の受信契約を結んでいただくことになります。 

第５条（料金の支払方法） 

 加入者が甲に支払う料金の支払方法は、口座振替を原則とします。その他、甲と加入者との合意に基づく方法によるものとします。 

２ 甲は、原則として加入者に対して請求書および領収書の発行は行わないものとします。 

第６条（セットトップボックスの貸与） 

セットトップボックス（リモコンを含まない。以下同じ。）は、甲の所有とし、加入者に貸与します。又解約時には、セットトップボックスは甲に返納するも

のとします。 

２ 加入者は貸与されたセットトップボックスを善良なる管理者の注意を持って取扱い、甲の承諾なしに移動又は取り外し等はできないものとします。 

３ 加入者の故意または過失によるセットトップボックスの破損紛失等の場合には、その相当分を甲に支払うものとします。 

４ デラックス及びライト契約は、甲が指定するセットトップボックスを設置された場合のみ利用できます。 

第７条（ＣＡＳカードの取り扱いについて） 

デジタル放送サービスの提供を受ける加入者は、デジタル放送のチャンネルを視聴するための情報管理ＩＣカード（以下「Ｂ－ＣＡＳカード」という。）デジ

タルＣＡＴＶ放送限定受信用情報管理ＩＣカード（以下「Ｃ－ＣＡＳカード」という。）を使用するものとします。 

２ Ｂ―ＣＡＳカードに関する取り扱いについては、株式会社ビーエス・コンディショナルアクセスシステムズの「ビーキャス（Ｂ－ＣＡＳ）カード使用許諾契

約約款」に定めるところによります。 

３ Ｃ－ＣＡＳカードは甲に帰属し、甲以外によるデータの追加・変更・改竄は禁止し、それらが行われたことによる甲及び第三者に及ぼされた損害・利益損失

については加入者が賠償するものとし、セットトップボックスの解約時及び解除時は、甲に返還するものとします。また、加入者が破損または紛失した場

合には、その損害分を甲に支払うものとします。 

４ 解約時にはＢ－ＣＡＳカード及びＣ－ＣＡＳカードを甲に返却するものとします。 

第８条（施設の設置および費用の負担） 

 甲は本施設のうち放送センターからタップオフまでの設置に要する費用を負担します。 

加入者は、別に定めるタップオフの引込端子から受信機迄の設置に要する費用（宅外引込工事費及び宅内工事費）を負担します。その費用は当社が定める料金

表によります。また、自営柱の建柱、地下埋設、鉄筋コンクリートの穴あけ等、加入者敷地内及び宅内の特別工事を必要とする場合は、加入者はその費用を負

担します。 

２ 本施設の設置工事は甲又は甲が指定した工事業者が行うものとします。 

３ 甲が定める仕様以外の仕様により宅外引込線を設置する場合において当該宅外引込線の設置に要する費用の額が定める額を超えるときは加入者の負担とし

ます。 

第９条（施設の所有関係） 

本施設のうち、放送センターから保安器出力端子までの施設及びセットトップボックスは甲の所有とします。本施設のうち保安器出力端子以降のすべての施

設（ただしセットトップボックスを除く。）及び第８条で規定した自営柱、地下埋没設備は加入者の所有とします。 

第１０条（施設の維持管理） 

 甲は放送センターから保安器までの施設について維持管理します。 

２ 加入者は甲の施設の維持管理の必要上、甲のサービス提供が一時停止することを承諾するものとします。 

第１１条（故障・保守等に伴う責任負担） 

 甲は提供する放送サービスの受信に異常が生じた場合これを調査し必要な処理を講じます。 

２ 甲の提供するサービスの受信に異常をきたしている原因が加入者施設による場合は、修復に要する費用を加入者に負担していただきます。又、加入者施設

の故障によって生じた損害についても損害賠償していただきます。 

３ 加入者は、自己の故意、過失によって第９条に規定する甲所有の施設に故障を生じさせた場合は、その修復に要する費用を負担していただきます。 
第１２条（天災に関する事項） 

 甲の施設には保安装置が設けられていますが、落雷等により加入者の受信機が破損した場合は甲はその責任を負いかねます。 



 
２ 天災や作業停電等甲の責めに帰さない理由により甲の施設が壊滅又は停止した場合はサービス提供等につき甲はその責めを負わないものとします。 

第１３条（利用に係る加入者の義務） 

加入者は、甲又は甲の指定する業者が本施設の設置、検査、修復、撤去等を行うために、加入者の敷地、家屋、構築物等の出入に協力を求めた場合これに便宜

を供するものとします。 

２ 加入者引込線に線条その他の導体を連絡し又、セットトップボックスを改変してサービスを無断で受信すること及びセットトップボックスを分解すること

などを禁止します。 

第１４条（サービスの無断使用、営利使用の禁止） 

 法令により、加入者がテープ、配線等により甲のサービスを第三者に提供すること及び対価を受けて甲のサービスを第三者に上演することを禁止します。 

第１５条（一時停止） 

 加入者は甲のサービスの一時停止又はその再開を希望する場合は、直ちにその旨を文書により申し出るものとします。 

２ 前項の一時停止期間は１ヶ月単位とし最長１年を限度とします。 

３ 一時停止及びその再開により工事費が発生する場合、加入者はその費用を負担するものとします。 

第１６条（設置場所の変更） 

 加入者は次の場合に限りセットトップボックスの設置場所を変更できるものとします。  

(1)同一敷地内での施設の変更 

(2)同一敷地外の移転先が甲の業務区域内で、かつ最寄りのタップオフに余裕がある場合 

２ 加入者は前項の規定によりセットトップボックスの設置場所を変更しようとする場合には文書によりその旨を申し出るものとします。 

３ 加入者は前２項の規程による変更に要する費用を負担するものとします。          

第１７条（名義変更） 

 加入者の移動が生じる場合、甲が承諾すれば、新加入者は旧加入者の名義を変更することができるものとします。 

 ２ 前項の規定により名義変更をするする場合、新加入者は文書による申し出を行い下記に定める名義変更手数料を甲に支払わなければなりません。  

名義変更手数料 1,100円 

第１８条（解約） 

 加入者は加入契約を解約しようとする場合、解約を希望する１０日以前に文書により甲にその旨を申し出るものとします。 

２ 第１項による解約の場合、加入者は第４条の規程による加入金及び第８条の規程による設置に要する加入者負担の費用に未払い分がある場合は甲に残金を

支払うものとします。 

３ 加入者は第４条の規程による利用料金は当該解約の日の属する月の分まで支払うものとします。ただし、この利用料金に過払い分がある場合は経過期間の

月額利用料金を差し引いて甲は加入者に残金を返却します。 

４ 第１項による解約の場合、甲は甲の施設（宅外引込線）を撤去するものとし、撤去費用は加入者の負担とします。 

宅外引込線撤去費用 4,400円 

又、撤去に伴い加入者が所有若しくは占有する敷地、家屋、構築物等の復旧を要する場合、加入者は、その復旧費用を負担するものとします。 

５ 甲は加入者が加入料金を支払い期日までに支払わなかった場合、又は利用料金を継続して３ヶ月支払わなかった場合はサービスの提供を停止し、さらに催

告の上入金のない場合は、加入契約は解除されたものとします。 

６ 当社は、サービス提供にかかる設備等の更新のために、加入者が所有若しくは占有する敷地、家屋、構築物等に立ち入る必要が生じる場合には事前に加入

者に連絡をし、その同意を得ることとしますが、加入者と連絡が取れない、あるいは、加入者が更新工事に同意しないなどの理由により更新契約ができな

い、又は、更新工事ができないことによって当社のサービス提供に過大な費用負担が生じる場合には、契約を解除できるものとします。 

第１９条（加入者の義務違反による解約） 

 甲は契約約款に違反する行為があったと認める場合は加入者に通告のうえサービスの提供を停止し、あるいは加入契約を解約することがあります。 

２ 加入者は前項により甲のサービスの提供を停止され解約となった場合は、直ちに約款によるすべ ての権利を失います。 

３ 加入者は第１３条２項の定めに違反した場合は、加入者が甲のサービスの提供を受け始めた年月に遡って、当該規約に定められた利用料金相当額を別途甲

に支払っていただきます。 

第２０条（初期契約解除） 

加入者は、甲から「ご契約の内容」書面（電子媒体を含む。）を受領した日から起算して８日を経過するまでの間、書面により本契約の解除を行うことができ

ます。 
２ 本条に定める方法による契約の解除の効力は、甲に対し前項の書面を発した時生じます。 
３ 本条に定める方法により本契約が解除された場合、加入者は、損害賠償若しくは違約金その他の金銭等を請求されることはありません。ただし、本契約の解

除までの期間において提供をうけたサービスの対価、及び既に工事が実施された場合の工事費は請求されます。 
４ 工事費の請求額は、別表の宅外引込工事費と宅内工事費となります。  
第２１条(反社会的勢力の排除) 

契約者は、以下の各号に掲げる事項のいずれか一にも該当せず、かつ将来にわたっても該当しないことを表明し、保証するものとします。 

(1)自ら（法人その他の団体にあっては、自らの役員を含みます。）が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成

員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等その他これらに準じる者（以下「暴力団員等」といいます。） 

(2)契約者が法人その他の団体の場合、暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有する者  

(3)契約者が法人その他の団体の場合、暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関 係を有する者  

(4)自ら若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって取引を行う等、暴力団員等を利用していると認められる関係を有する

者  
(5)暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等の関与をしていると認められる関 係を有する者  

(6)契約者が法人その他の団体の場合、自らの役員又は自らの経営に実質的に関与している者が暴 力団員等と社会的に非難されるべき関係を有する者 

２ 契約者は、自ら又は第三者を利用して以下の各号に掲げる事項のいずれか一にでも該当する行為を行わないことを保証するものとします。 

(1)暴力的な要求行為  

 (2)法的な責任を超えた不当な要求行為  

 (3)取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為  

 (4)風説を流布し、偽計を用い、又は威力を用いて、当社の信用を毀損し、又は当社の業務を妨害する行為  

 (5)その他前各号に準ずる行為 

３ 契約者が前二項に違反した場合、当社は通知又は催告等何らかの手続きを要しないで直ちに契約を解除することができるものとします。 

４ 当社は、第３項の規定により利用契約を解除した場合、サービス利用者に損害が生じても、その賠償責任を負わないものとします 

第２２条（定めなき事項） 

 この約款に定めなき事項が発生した場合は、甲と加入者は契約の締結の主旨に従い誠意をもって協議の上、解決に当たるものとします。 

第２３条（規約の改正） 

 甲は、この規約を総務大臣に届け出たうえで改正する場合があります。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後の約款によります。 

２ 一括加入、業務用等の契約については、別に定めるものとします。 

 

 

 



 
附 則 

 

１ 甲は、特に必要がある場合は、この約款に特約を付することができるものとします。 

 

２ この契約約款は、令和８年４月１日から施行します。 
 
 
 
 



 
料金表（第４条、第８条関係） 
 
１．テレビ料金(税込) 

（１）契約時加入金  ３３，０００円 
（２）宅外引込工事費 １８，７００円  
（３）宅内工事費 

単独工事    １９，８００円 
共聴工事    ４０，７００円 

 （４）基本料金 
 視聴台数 

１台目 ２台目 ３台目～ 

デラックスコース契約 
ライトコース契約 
再送信契約 
再送信契約（年払い・前納） 

４，９５０円(月額) 
２，２００円(月額) 
１，４３０円(月額) 

１６，６６０円(年額) 

２，５３０円(月額) 
１，６５０円(月額) 

― 
― 

２，２００円(月額) 
１，３２０円(月額) 

― 
― 

  ＊再送信契約（年払い・前納）は、原則支払方法が口座振替に限ります。 
 

 

２．オプション(税込) 
サービス名 料金 

らく録プラス １，１００円／台(月額) 

らく録ブルーレイ ３，３００円／台(月額) 

４Ｋらく録 １，４３０円／台(月額) 
 
※らく録プラス、らく録ブルーレイ及び４Ｋらく録サービスは、デラックスコースまたはライトコースでご利用できます。 

 
３．ペイ番組(税込) 

衛星劇場 １，９８０円／台(月額) 

BS10プレミアム  １，９８０円／台(月額) 

東映チャンネル １，６５０円／台(月額) 

ＦＩＧＨＴＩＮＧ ＴＶ サムライ １，９８０円／台(月額) 

グリーンチャンネル 
グリーンチャンネル２ 

２つセットで 
１，１００円／台(月額) 

ＳＰＥＥＤチャンネル 
富山競輪チャンネル 

２つセットで 
９９０円／台(月額) 

Ｊ ＳＰＯＲＴＳ ４     １，４３０円／台(月額) 

レジャーチャンネル     １，０７８円／台(月額) 

アニメシアターＸ（ＡＴ‐Ｘ）     ２，１８０円／台(月額) 

Ｍｎｅｔ     ２，５３０円／台(月額) 

ＫＮＴＶ     ３，３００円／台(月額) 

フジテレビＮＥＸＴ ライブ・プレミアム     ２，５８０円／台(月額) 
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